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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上流の金型ブロックと少なくとも１つの下流の金型ブロックとを備えている金型トンネ
ルを有しているパイプ成形装置であって、
各金型ブロックは、金型ブロックセクションであって、パイプを形成すべく閉じ且つパイ
プを解放すべく開くものから成っており、
金型ブロックは、パイプを形成する際に装置の下流へ移動し、そのパイプは、金型トンネ
ル内を移動する際に冷め且つ直径及び長さの両方において収縮し、
金型ブロックは、パイプを解放する際に互いに別々に装置の上流へ移動し、
各金型ブロックは、中空パイプ形成領域を有しており、
パイプの収縮を補償すべく、下流の金型ブロックの中空パイプ形成領域は、上流の金型ブ
ロックの中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方において減少させられている
、
パイプ成形装置。
【請求項２】
　上流の金型ブロックと下流の金型ブロックとの間に中間の金型ブロックを備えている請
求項１のパイプ成形装置。
【請求項３】
　前記中間の金型ブロックが、中空パイプ形成領域であって、上流の金型ブロックにおけ
る中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方において減少させられていると共に
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、下流の金型ブロックにおける中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方におい
て増大させられているものを有している請求項２のパイプ成形装置。
【請求項４】
　前記中間の金型ブロックが、中空パイプ形成領域であって、上流の金型ブロックにおけ
る中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方において減少させられていると共に
、下流の金型ブロックにおける中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方におい
て一致しているものを有している請求項２のパイプ成形装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の分野】
本発明は、パイプ金型であって、この金型内でのパイプの形成の間のプラスチックの収縮
を補償するものに関する。
【０００２】
【発明の背景】
良く知られているプラスチックパイプ製作方法は、金型ブロックから成る移動トンネルを
使用するものであり、それらの金型ブロックは、押出機からプラスチックを供給される。
プラスチックは、金型トンネル内においてパイプの形状に形成される。
【０００３】
プラスチックの本来的に備わっている特徴は、金型トンネルを移動している間にそれが冷
めるにつれて、それが収縮する、ということである。或る収縮は、プラスチックと金型ブ
ロックとの間に冷却剤受容間隙を生成するというような利点をもたらし得、その冷却剤受
容間隙は、カナダ国トロントのＣｏｒｍａ Ｉｎｃ.によって利用されている。しかしなが
ら、過剰な収縮が起こると、その間隙は、望ましくない程に大きくなる。
【０００４】
在来の移動金型トンネルであって、金型ブロックがエンドレスの軌道を循環するところの
ものは、金型トンネル内でのプラスチックの収縮を補償するようには容易には適合させら
れ得ない。これは、トンネルの下流側端部を形成している金型ブロックが再循環してトン
ネルの上流側端部へ戻るからである。従って、それらは、プラスチックが収縮する機会を
有する前の、トンネルの上流側端部において導入されるプラスチックの寸法と一致してい
る内部金型サイズを有していなければならない。
【０００５】
【本発明の概要】
Ｃｏｒｍａ Ｉｎｃ．は、それが脈動コルゲーター(Pulsating Corrugator)と呼んでいる
ところのものを開発してきた。そのコルゲーターは、金型トンネルを有しているパイプ成
形装置であり、その金型トンネルは、上流金型ブロックと、少なくとも１つの下流金型ブ
ロックとを具備している。これらの金型ブロックは、金型ブロックセクションであって、
パイプを形成すべく閉じ且つパイプを解放すべく開くものから成っている。金型ブロック
は、パイプを形成する際に装置の下流へ互いに一緒に移動し、そのパイプは、金型トンネ
ル内を移動する際に冷め且つ直径及び長さの両方において収縮する。次いで、金型ブロッ
クは、パイプを解放する際に互いに別々に装置の上流へ移動する。この組立においては、
上流金型ブロックは、下流金型ブロックに対して常に上流側の位置を維持し、そして、金
型ブロックは、抜きつ抜かれつすることは決してない。
【０００６】
各金型ブロックは、内部の中空パイプ形成領域を有している。本発明によると、パイプを
製作するのに使用されるプラスチックの収縮を補償すべく、下流金型ブロックの中空パイ
プ形成領域は、上流金型ブロックの中空パイプ形成領域に対して、直径及び長さの両方に
おいて減少させられている。
【０００７】
【本発明の好適な実施形態に従う詳細な記載】
図１は、１で全体的に指示されているコルゲーターを示している。詳細に後述されるべき
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複数の移動金型を具備しているこのコルゲーターは、押出機(図示せず)から、押出機ヘッ
ド３５を介して、プラスチックを供給される。押出機ヘッド３５の下流側の端部３６が、
金型ブロックによって形成されている金型トンネルの内部に位置させられている。
【０００８】
図示されている実施形態においては、上流金型ブロック３、中間金型ブロック５及び下流
金型ブロック７から成る、３つの金型ブロックが、存在する。しかしながら、金型トンネ
ルは、唯２つの金型ブロックで作られ得、又は、それは、４つ以上の金型ブロックで作ら
れ得る。
【０００９】
上流金型ブロックは、ベース部９と、このベース部のガイド１５上に摺動可能に装着され
ている金型ブロックセクション１１及び１３とから成っている。
【００１０】
中間金型ブロックは、ベース部１７と、このベース部のガイド２３上に摺動可能に装着さ
れている金型ブロックセクション１９及び２１とから成っている。
【００１１】
下流金型ブロックは、ベース部２５と、このベース部のガイド３１上に摺動可能に装着さ
れている金型ブロックセクション２７及び２９とから成っている。
【００１２】
ベース部９,１７及び２５の各々は、ガイド３３上に装着されている。
【００１３】
各金型ブロックの金型ブロックセクションは、詳細に後述されるように、互いに他方に対
して開閉する。金型ブロックセクションが閉じられている場合には、各金型ブロックは、
中空内部領域を画成しており、この中空内部領域は、金型トンネル全体の部分を形成して
いる。図８は、金型ブロック３が内部中空領域１４を有しており、金型ブロック５が中空
内部領域２２を有しており、そして、金型ブロック７が中空内部領域３を有している、と
いうことを示している。これらの領域の全てが、結合されると、ほぼ円筒状の細長い中空
エリアであって、周辺溝を備えているものを形成する。金型ブロックが滑らかな壁のパイ
プを形成すべく使用されるならば、それらは、溝を備えていない。
【００１４】
金型ブロックは、図２～図６を参照する以下の態様で作動する。図２の位置において、そ
れらは、プラスチックを押出機から受容する準備ができている。金型ブロックセクション
は、閉じられており、そして、金型ブロックは、互いに当接している。
【００１５】
並んでいる金型ブロックによって形成されている金型トンネル内へプラスチックが流入す
るにつれて、全ての金型ブロックが、押出機ヘッドに対して下流側へ、ガイド３３上を移
動する。それらは、全て、それらが図４の位置に到達するまで、一緒に移動し続け、そし
て、その図４の位置において、押出機ヘッドの下流側の端部３６が金型トンネル内に留ま
っているということ、即ち、金型ブロックが押出機ヘッドから決して離れていないという
ことが、留意されるべきである。この時点で、上流金型ブロックの金型ブロックセクショ
ンが、互いに他方から離れるようにしてガイド１５上を摺動することにより、開く。次い
で、上流金型ブロック全体が、他の金型ブロックから離れるようにしてガイド３３内を上
流方向に摺動する。次いで、図５及び図６に示されているように、同じことが、次から次
へと金型ブロック５及び７で起こり、もって、パイプ３９が、金型トンネルから解放され
る。
【００１６】
ここで、金型ブロックは、図２の位置に戻り、もって、作業のうちのパイプ形成部分が、
続行される。
【００１７】
初めに記載したように、パイプを形成すべく使用されるプラスチックは、それが金型トン
ネル内で冷める際に、収縮する。本発明の重要な特徴のうちの１つの特徴が、図８におい
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て見られ、その図８は、金型ブロック３の内部中空領域１４が、中間金型ブロックの内部
領域２２よりも、直径及び長さの両方において大きく、その内部領域２２は、下流金型ブ
ロックの内部領域３０よりも大きい、ということを示している。これらの減少をもたらす
ために、実際の金型ブロックは、長さにおいて減少させられており、もって、サイズを縮
小させる場合においてさえ、同じパイププロファイルが、金型ブロックの各々において見
出される。
【００１８】
より具体的には、各金型ブロックが、次に続く下流側の各金型ブロックにおいて仮令外側
リブがより小さく且つより接近しているとしても、５つのリブを含んでいるパイプ形状を
画成している、ということが、認識されよう。このようにして、金型ブロックは、プラス
チックの収縮を補償すべく設計されている。
【００１９】
上記の補償を達成することのできる主要な理由は、この脈動コルゲーターにおいては、金
型ブロックがそれらの相対的な位置から決して移動せず、最も長い内部領域を備えている
上流金型ブロックはプラスチックの収縮が殆ど起こらないところの上流位置に常に留まっ
ている一方、下流金型ブロックは最大のプラスチックの収縮が起こるところの最下流位置
に常に留まっている、ということである。
【００２０】
図８は、組立を示しており、この組立においては、金型ブロックの各々の間でのサイズの
相異が、存在している。組立は、上流金型ブロック及び中間金型ブロックが同じサイズで
あり、下流金型ブロックのみが小さくなっているところのものであってもよく、又は、組
立は、中間金型ブロック及び下流金型ブロックの両方が上流金型ブロックに対して縮小さ
せられている同じサイズであるところのものであってもよい。
【００２１】
本発明の実施形態の種々の好適な実施形態が詳細に記載されているが、本発明の精神又は
添付されている請求項の範囲から逸脱することなく変形が作られ得るということは、当業
者によって認識されよう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の好適な実施形態に係るコルゲーターにおける、プラスチックの収縮を
補償する機能を備えているプラスチックパイプ製作用脈動コルゲーターの斜視図である。
【図２】　コルゲーターの種々の異なる作業位置における、図１のコルゲーターの平面図
である。
【図３】　コルゲーターの種々の異なる作業位置における、図１のコルゲーターの平面図
である。
【図４】　コルゲーターの種々の異なる作業位置における、図１のコルゲーターの平面図
である。
【図５】　コルゲーターの種々の異なる作業位置における、図１のコルゲーターの平面図
である。
【図６】　コルゲーターの種々の異なる作業位置における、図１のコルゲーターの平面図
である。
【図７】　図６のコルゲーターの正面図である。
【図８】　図１のコルゲーターの断面図である。
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